
（別紙） 

 平成 23 年４月 27 日付課法 4-10 ほか３課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」

に掲げるように改正する。 
（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（22 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一）） （23 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一）） 

  



改 正 後 改 正 前 

（22 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一）） （23 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一）） 



改 正 後 改 正 前 

（23 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一の二））  

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（23 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一の二））  

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（24 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一の三）） （27 避難解除区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一の二）） 



改 正 後 改 正 前 

（24 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一の三）） （27 避難解除区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震一の二）） 



改 正 後 改 正 前 

（26 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震三）） （25 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震三）） 



改 正 後 改 正 前 

（26 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震三）） （25 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（震三）） 


